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★有効期間は、発行日よりとする。
★使用予定者は、あらかじめ当該学校長と協議し、教育委員会の承認を受けなければならない。
★申し込みなどについては、教育委員会とする。
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★有効期間は、発行日よりとする。　　　　　　　　　  ★図書室のみ使用については、無料とする。
★村営プールの年間券のみ半額とする。　　　　　　　  ★申し込みなどについては、管理人及び教育委員会
★スポーツセンター・農村環境改善センター・老人       　とする。
　憩いの家を１施設扱いとする。                                  ★大会利用については、別途料金を定める。
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★改正前に購入した回数券の扱いについては、改正　　 ★入湯税を含む。
　後の使用料との差額を支払い入館するものとする。　　★その他の区分は変更なし。
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★午後１時から翌朝11時とする。
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★午後３時から翌朝10時とする。（定員４名）

���������������������������
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［�2‐3011］

スポーツセンター／老人憩いの家／
農村環境改善センター／柔剣道場／
郷土資料館／村営プール／村営球場
／山村広場／各学校開放

�����

［�2‐3134］

公園内パークゴルフ場／キャンプ場
／バンガロー／さるふつ温泉／
牛乳と肉の館

�����

［�2‐3131］
鬼志別バスターミナル／
生活改善センター
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★利用券の１日券は終日、シーズン券は当該発行年
　度とする。
★大人とは、中学生以上の者。
★高齢者とは、毎年４月１日を基準日とし、満70歳
　以上の者。
★支払い方法は、スタートハウス内自動券売機とす
　る。
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★使用時間は、午前９時から午後10時までとし、昼
　間と夜間の区分は、午後５時とする。
★基本料の使用時間は４時間とし、超過料は１時間
　単位とする。
★暖房期間は、10月から４月までとする。
★その他研修室については、変更なし。
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★申し込みなどについては、総務課とする。                   ★料金については、１団体とする。
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★夏季とは６月から９月まで、それ以外は冬季とする。
★料金には、材料費は含んでいない。
★料金については、１団体とする。（バター・そば等については、１人当たりとする。）
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　１月３日、猿払村交流センターにて、
平成20年猿払村成人式が開催され、新成
人43名（男性26名・女性17名）が集い、
来賓の方々も多数参加された中、新成人
の晴れの門出を祝福しました。
　式典では、村長から新成人一人ひとり
に『成人の証』が手渡され、お祝いの言
葉と共に激励の言葉を贈られました。
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▲『誓いのことば』
������さん

▲『お礼のことば』
����さん

��������	
��
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��
��

　１月６日、役場庁舎駐車場及び猿払村
交流センターにて、平成20年新春消防出
初式が挙行されました。
　消防出初式は、地域防災に向け今後一
層の努力と、平成20年の無事故、無火災
を誓い開催されているものです。
　寒さの厳しい日でしたが、多くの消防
団員が参加し、行進曲にのって規律正し
い行進が披露されました。
　また、交流センターでは、永年に亘る
功績を称え各種表彰状の授与式が行われ
ました。

��
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�������������� ���

　村では、地球温暖化防止を図るため、化
石燃料の代替としての自然エネルギーや、
今まで使われずに捨てられてきたエネルギ
ーを有効に活用し、地球にやさしい再生可
能な新エネルギーの導入を検討しています。
　その取り組みの一環として、村に賦存す
るバイオマスの利活用を図るため、平成18
年度に策定した猿払村地域新エネルギービ
ジョンを基に『猿払村バイオマスタウン構
想』を策定しているところです。
　この構想は、バイオマスの発生から利用
までを猿払村の特性を生かした、総合的な
利活用システムを構築し、村の地球温暖化
防止への取り組みについて広く公表（全
国）するものです。
　この度、構想（素案）の策定にあたり、
猿払村地域新エネルギービジョン推進検討
委員会が開催され、村民公募の委員を含め
た14名の委員の方々に検討協議をしていた
だきました。
�����：生物資源（bio）の量（mass）
を表す概念で、一般的には「再生可能な、
生物由来の有機性資源で化石資源を除いた
もの」をバイオマスと呼んでいます。
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　猿払村営スキー場は、１月４日から本
年の営業を開始しています。（リフト運
行時間については下表のとおり）
　また、２月17日（日曜日）には、『村
民スキー大会＆スノーフェスティバル』
も開催予定となっています。
　村では、多くの皆さんのスキー場ご利
用をお待ちしております。

13時00分～16時00分�����

13時00分～16時00分
17時30分～21時00分

���

10時00分～12時00分
13時00分～16時00分
17時30分～21時00分

���

10時00分～12時00分
13時00分～16時00分
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茨
城
県
阿
見
町
で
は
、
予
科
練

（
旧
海
軍
飛
行
予
科
練
習
部
）
を

主
体
と
し
た
戦
史
の
記
録
を
保
存

・
伝
承
し
、
広
く
平
和
実
現
に
向

け
て
、
そ
の
一
翼
を
担
う
た
め
の

『
予
科
練
平
和
記
念
館
』
の
建
設

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
記
念
館
は
、
か
つ
て
全
国

か
ら
集
ま
っ
た
多
く
の
若
者
た
ち

が
、
自
ら
求
め
て
厳
し
い
訓
練
に

耐
え
、
国
の
た
め
に
と
信
じ
て
特

攻
隊
員
と
し
て
散
華
し
た
と
い
う

事
実
な
ど
予
科
練
に
関
す
る
歴
史

事
実
を
中
心
に
整
備
す
る
も
の
で
、

平
成　

年
度
完
成
を
目
指
し
て
い

21

ま
す
。

　

こ
の
度
、
予
科
練
関
係
の
方
々

や
ご
遺
族
を
は
じ
め
、
全
国
の
ご

理
解
を
頂
け
る
方
々
か
ら
、
予
科

練
に
関
す
る
資
料
は
も
と
よ
り
、

建
設
資
金
の
一
部
に
つ
い
て
の
ご

支
援
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

国
民
的
遺
産
と
も
い
う
べ
き
予

科
練
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
、
予
科
練
平
和
記
念
館
建
設
を

皆
様
の
お
力
で
是
非
実
現
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
支

援
・
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

茨
城
県
稲
敷
郡
阿
見
町
長

　
　
　
　
　
　

川　

田　

弘　

二

�
�
�
�
�
�

茨
城
県
阿
見
町
役
場　

予
科
練
平

和
記
念
館
整
備
推
進
室　

〒
３
０

０
―
０
３
９
２　

茨
城
県
稲
敷
郡

阿
見
町
中
央
１
丁
目
１
番
１
号

電
話
▼
０
２
９
―
８
８
８
―
１
１

１
１
（
内
線
２
６
０
・
２
６
１
）

Ｈ
Ｐ
▼http://w

w
w
.tow
n.am

i.i
baraki.jp/

Ｅ
メ
ー
ル
▼suishin

shitsu-ofc@
tow
n.am
i.lg.jp
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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
生
活
を
続
け
る
た
め
、
要

介
護
状
態
に
な
る
こ
と
を
、
で
き

る
限
り
防
ぐ
介
護
予
防
対
策
か
ら
、

要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
そ
れ
以

上
悪
化
し
な
い
た
め
の
介
護
や
医

療
の
サ
ー
ビ
ス
ま
で
、
高
齢
者
の

心
身
の
健
康
維
持
、
保
健
・
福
祉

・
医
療
の
向
上
、
生
活
安
定
の
た

め
に
必
要
な
支
援
を
包
括
的
か
つ

継
続
的
に
提
供
し
ま
す
。
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困
っ
て
い
る
こ
と
、
心
配
ご
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
い
つ
で
も
お

気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

猿
払
村
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

電
話
▼
２
―
２
０
９
０
（
夜
間
・

休
日
の
携
帯
電
話
▼
０
９
０
―
９

５
１
９
―
９
８
６
５
）
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�
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�
	



�
介
護
保
険
認
定
及
び
各
種
サ
ー

ビ
ス
利
用
申
請
手
続
き
の
お
手
伝

い
を
し
ま
す
。

�
認
定
及
び
更
新
に
か
か
る
調
査
、

在
宅
要
介
護
者
の
皆
さ
ん
の
状
況

把
握
を
し
ま
す
。

�
福
祉
用
具
・
用
品
の
展
示
紹
介

や
貸
出
、
住
宅
改
修
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
し
ま
す
。

�
各
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
受
付
と
対

処
を
し
ま
す
。

�
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�
�
�
�
�
�
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相
談
内
容
に
適
し
た
各
種
サ
ー

ビ
ス
や
制
度
の
情
報
提
供
と
申
請

手
続
き
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
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高
齢
者
の
判
断
能
力
（
金
銭
管

理
等
）
が
低
下
し
て
い
る
と
確
認

で
き
た
場
合
、
裁
判
所
・
関
係
機

関
と
の
連
携
を
図
り
、
速
や
か
に

申
立
手
続
き
が
行
え
る
よ
う
支
援

を
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
を

把
握
し
た
場
合
は
、
『
高
齢
者
虐

待
防
止
法
』
等
に
基
づ
き
、
速
や

か
に
訪
問
し
て
状
況
確
認
後
、
適

切
な
対
応
を
と
り
ま
す
。
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�

　

高
齢
者
や
そ
の
家
族
に
重
層
的

な
課
題
が
あ
る
場
合
に
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、

対
応
を
検
討
し
ま
す
。
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訪
問
販
売
や
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者

な
ど
に
よ
る
被
害
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
、
注
意
の
呼
び
か
け
を

し
ま
す
。
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申
告
の
対
象
と
な
る
方
は
、
申

告
に
必
要
な
も
の
を
お
持
ち
の
上
、

役
場
総
務
課
税
務
係
又
は
各
地
区

で
開
催
す
る
申
告
受
付
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
中
に
所
得
の
あ
っ
た
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方
で
、
次
に
該
当
す
る
方
。

�
給
与
所
得
者
（
給
料
、
賃
金
、

年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た

方
）
で
、
次
に
該
当
す
る
方
。

　
�
給
与
所
得
以
外
に
他
の
所
得

（
事
業
・
配
当
・
不
動
産
等
の
所

　

得
）
の
あ
っ
た
方
。

　
�
２
ヶ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

　

払
い
を
受
け
た
方
。

　
�
医
療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金

　

等
特
別
控
除
等
を
受
け
よ
う
と

　

す
る
方
。

　
�
給
与
所
得
者
で
年
の
途
中
で

　

退
職
さ
れ
た
方
で
、
年
末
調
整

　

を
し
て
い
な
い
方
。

�
自
営
業
の
人
や
、
土
地
や
建
物

を
売
っ
た
方
等
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
平
成　

年
中
の
収
支
が
す
べ
て

19

わ
か
る
書
類
（
給
与
や
年
金
な
ど

の
源
泉
徴
収
票
、
売
上
・
仕
入
・

経
費
等
の
帳
簿
等
）

�
印
鑑

�
還
付
又
は
納
税
用
の
預
貯
金
口

座
番
号
（
申
告
者
の
名
義
の
も

の
）

�
生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
証
明

書
、
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
控
除

の
対
象
と
な
る
関
係
書
類

�
社
会
保
険
料
の
任
意
継
続
の
領

収
書
、
国
民
年
金
の
領
収
書
又
は

口
座
引
落
の
通
帳

�
申
告
書
（
事
前
に
税
務
署
や
役

場
か
ら
送
付
の
あ
っ
た
方
）

�
�
�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
　

��

��

各
地
区
で
行
っ
て
い
ま
す
。
（
下

表
参
照
）

�
�
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�
�
�
�
��
�
�

��

��

役
場
税
務
係
（
役
場
庁
舎
２
階
）

（
２
月　

日
〜
３
月
７
日
は
、
営

25

業
・
不
動
産
・
漁
業
・
譲
渡
の

方
）

※
還
付
申
告
に
つ
い
て
は
、
下
記

日
程
以
前
（
１
月　

日
か
ら
）
で

21

も
受
付
け
て
お
り
ま
す
。
受
付
け

の
混
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
還
付

申
告
の
方
は
、
で
き
る
だ
け
上
記

日
程
以
前
で
の
申
告
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
（
土
・
日
曜
日
・
祝

日
は
受
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
）
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�
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�
�
�
�
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・
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

・
所
得
税
の
税
率
構
造
が
改
正
さ

　

れ
ま
し
た
。

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

　

制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

・
損
害
保
険
料
控
除
が
改
組
さ
れ
、

　

地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ

　

ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�

総
務
課
税
務
係　

電
話
▼
２
―
３

１
３
１

��������	

��������������������������������

１３時３０分～１５時３０分浅茅野交流センター浅茅野・浅茅野台地２月18日(月)

１０時００分～１２時００分猿払集会所猿　払２月19日(火)

１３時３０分～１５時３０分浜猿払交流センター浜猿払２月19日(火)

１０時００分～１２時００分芦野集会所芦　野２月20日(水)

１３時３０分～１５時３０分浜鬼志別総合管理センター浜鬼志別２月20日(水)

１０時００分～１２時００分小石交流センター小　石２月21日(木)

１３時３０分～１５時３０分知来別研修センター知来別２月21日(木)

　９時３０分～１６時３０分
猿払村交流センター
（役場併設）

鬼志別２月22日(金)

�
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��

　

我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
歯

舞
群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
及
び

択
捉
島
か
ら
な
る
、
北
方
四
島
の

早
期
返
還
の
実
現
に
つ
い
て
は
、

道
民
は
も
と
よ
り
、
国
民
の
長
年

に
わ
た
る
悲
願
で
す
。

　

こ
の
北
方
領
土
問
題
解
決
の
た

め
、
こ
れ
ま
で
日
露
両
国
間
で
は
、

精
力
的
な
外
交
交
渉
が
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
北
方
領
土
返
還
要

求
運
動
が
始
ま
っ
て
か
ら　

年
以

60

上
が
経
過
し
た
現
在
な
お
、
領
土

返
還
へ
の
具
体
的
な
道
筋
は
見
え

な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
国
の
外
交
交
渉
を
積

極
的
に
後
押
し
し
、
さ
ら
な
る
道

民
世
論
の
結
集
を
図
る
た
め
、

『
日
露
通
好
条
約
』
署
名
の
日

（
１
８
５
５
年
２
月
７
日
／
安
政

元
年　

月　

日
）
を
記
念
し
て
、

12

21

昭
和　

年
１
月
６
日
の
閣
議
に
お

56

い
て
定
め
ら
れ
た
、
２
月
７
日
の

『
北
方
領
土
の
日
』
を
中
心
に
、

北
海
道
独
自
の
取
組
と
し
て
『
北

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

化
学
物
質
を
含
ん
だ
建
材
や
内

装
材
を
使
っ
た
り
、
住
宅
の
高
気

密
に
よ
り
、
換
気
が
十
分
に
行
わ

れ
な
い
等
の
原
因
で
、
新
築
や
改

築
後
に
住
ん
で
い
る
人
が
、
様
々

な
体
調
不
良
を
生
じ
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

保
健
所
で
は
、
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

に
関
す
る
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

▽
新
築
し
た
け
ど
、
臭
い
が
気
に

な
り
、
目
が
チ
カ
チ
カ
す
る
な
ど

の
症
状
が
あ
る
。

▽
こ
れ
か
ら
、
新
築
・
改
築
す
る

の
で
、
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
を
予
防
し

た
い
。

▽
室
内
空
気
の
検
査
を
し
た
い
。

▽
家
の
カ
ビ
や
ダ
ニ
で
困
っ
て
い

る
。

…
な
ど
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�

稚
内
保
健
所
保
健
福
祉
企
画
課
保

健
推
進
係
（
稚
内
市
末
広
４
丁
目

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

基
礎
年
金
番
号
に
結
び
つ
い
て

い
な
い
約
５
千
万
件
の
記
録
に
つ

き
ま
し
て
は
、
皆
さ
ま
の
基
礎
年

金
の
記
録
と
結
び
つ
く
可
能
性
の

あ
る
記
録
が
出
て
き
た
方
に
、
平

成　

年　

月
か
ら
本
年
３
月
ま
で

19

12

の
間
に
『
ね
ん
き
ん
特
別
便
』
が

送
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
の
年
金
受
給
者
・
現

役
加
入
者
の
方
は
本
年
３
月
ま
で

に
お
送
り
す
る
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
方
々

に
も
、
本
年
４
月
か
ら　

月
ま
で

10

の
間
に
順
次
『
ね
ん
き
ん
特
別

便
』
が
送
ら
れ
ま
す
。

�
住
所
変
更
の
届
出
が
お
済
で
な

い
方
は
、
大
切
な
『
ね
ん
き
ん
特

別
便
』
を
お
届
け
で
き
ま
せ
ん
。

住
所
の
変
更
・
訂
正
は
ご
自
身
に

よ
る
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
お
手
数
で
す
が
、
次
の
手

続
き
先
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。

�
結
婚
等
で
名
字
が
変
わ
ら
れ
た

方
で
氏
名
変
更
の
届
出
を
さ
れ
て

い
な
い
方
も
、
氏
名
変
更
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



→
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
役
場
の

窓
口

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
→
厚
生
年

金
加
入
者
の
方
の
お
勤
め
先
の
社

会
保
険
担
当
者
の
方

�
�
�
�
�
�
�
→
お
近
く
の
社

会
保
険
事
務
所

�
『
ね
ん
き
ん
特
別
便
』
を
受
け

取
ら
れ
た
ら
、
社
会
保
険
庁
が
把

握
し
て
い
る
あ
な
た
の
年
金
記
録

で
す
の
で
、
ご
自
身
の
記
録
に
も

れ
が
な
い
か
、
十
分
に
ご
確
認
を

い
た
だ
き
、
訂
正
の
必
要
が
な
い

場
合
に
は
同
封
さ
れ
て
い
る
『
確

認
は
が
き
』
を
、
訂
正
の
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
『
年
金
加
入
記
録

照
会
票
』
を
提
出
し
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
本
人

か
ら
の
ご
回
答
に
よ
り
、
確
認
作

業
は
完
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
必

ず
ご
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

協
働
ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

生
活

環
境
係　

電
話
▼
２
―
３
１
３
３
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�
�

方
領
土
の
日
特
別
啓
発
期
間
』

（
１
月　

日
か
ら
２
月　

日
）
を

21

20

定
め
、
道
、
市
町
村
及
び
関
係
団

体
が
連
携
し
、
一
層
協
力
に
北
方

領
土
問
題
の
啓
発
活
動
を
展
開
し

ま
す
。

　

村
で
は
、
役
場
庁
舎
１
階
ロ
ビ

ー
に
、
署
名
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し

ま
す
。
村
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

総
務
課
総
務
係　

電
話
▼
２
―
３

１
３
１

２
―　

）　

電
話
▼
０
１
６
２
―

27

３
３
―
２
５
４
４

�
�
�
�
�

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
ま
で
随
時
）
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�
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�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�

��

�����������	
　18:45～村営スキー場

�
�

��������	
�
　８:30～村営スキー場

�
�

�����������	
　18:45～村営スキー場

�
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
��������
　14:00～国民健康保険病院
����������
�15:30～農村環境改善センター
�����������	
　18:45～村営スキー場

�
�

�����������	
　18:45～村営スキー場

�
�

���������
　14:00～国民健康保険病院
����������
�15:30～農村環境改善センター

��
�

��������
�10:10～知来別方面

��
�

��������
�10:10～鬼志別小・芦野小

��
�

���������	
��
��������	�
��

�９:00～村営スキー場

��
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
���������
　14:00～国民健康保険病院
����������
�15:30～農村環境改善センター

��
�

��������
�10:00～狩別・浅茅野方面

��
�

��������	
�13:00～保健福祉総合センター

��
�

���������	

��������	
�10:00～16:00 村営スキー場

��
�

�����������	
�
�14:00～国民健康保険病院

��
�

���������
�11:00～保健福祉総合センター

��
�

�������
�11:00～保健福祉総合センター
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�
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���������

����������
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盲
導
犬
は
、
目
の
不
自
由
な
方

を
安
全
に
目
的
地
に
誘
導
す
る
こ

と
が
お
仕
事
で
す
。
こ
の
セ
ミ
ナ

ー
は
、
実
際
に
盲
導
犬
と
の
歩
行

や
生
活
を
体
験
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
盲
導
犬
に
つ
い
て

の
知
識
を
よ
り
い
っ
そ
う
深
め
て

い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

　

参
加
者
に
は
訓
練
を
受
け
た
盲

導
犬
の
卵
た
ち
を
お
渡
し
し
ま
す
。

盲
導
犬
の
ユ
ー
ザ
ー
に
な
り
き
っ

て
、
新
し
い
世
界
へ
一
歩
足
を
踏

み
入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

�
�
�

　

平
成　

年
３
月　

日�
　

時
〜

20

22

13

平
成　

年
３
月　

日�
　

時
ま
で

20

23

14

�
�
�
�
�
�
�

　
�
北
海
道
盲
導
犬
協
会　

〒
０

０
５
―
０
０
３
０　

北
海
道
札
幌
市
南
区
南　

条
西
８

30

丁
目
１
―
１

�
�
�
�
�
�

　

北
海
道
内
及
び
青
森
県
、
岩
手

県
、
秋
田
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
、

長
野
県
に
在
住
の　

歳
以
上
で
、

15

障
害
等
級
１
級
及
び
２
級
、
も
し

く
は
保
有
視
力
に
よ
る
単
独
歩
行

が
困
難
な
視
覚
障
が
い
者
と
同
伴

者
。

�
�
�
�
�

　

７
名
（
７
名
を
超
え
る
場
合
、

２
回
の
開
催
も
検
討
い
た
し
ま

す
。
）

�
�
�
�

　

参
加
費
と
し
て
２
千
円

�
�
�
�
�
�
�

▽
盲
導
犬
と
の
体
験
歩
行
…
指
導

員
と
と
も
に
札
幌
市
内
を
歩
行
し

ま
す
。

▽
盲
導
犬
の
管
理
体
験
…
食
事
、

排
泄
、
手
入
れ
な
ど
盲
導
犬
の
日

常
の
世
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
交
流
会
…
各
地
か
ら
や
っ
て
く

る
参
加
者
と
の
交
流
、
現
役
盲
導

犬
ユ
ー
ザ
ー
と
の
交
流
。

�
�
�

　

盲
導
犬
協
会
最
寄
り
駅
や
新
千

歳
空
港
ま
で
の
送
迎
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
札
幌
市
近
郊
に
お
住
ま
い

の
方
は
、
ご
自
宅
ま
で
の
送
迎
も

ご
相
談
に
応
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
３
月　

日�
ま
で

20

14

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
�
北
海
道
盲
導
犬
協
会

〒
０
０
５
―
０
０
３
０　

北
海
道

札
幌
市
南
区
南　

条
西
８
丁
目
１

30

―
１　

電
話
▼
０
１
１
―
５
８
２

―
８
２
２
２　

Ｆ
Ａ
Ｘ
▼
０
１
１

―
５
８
２
―
７
７
１
５　

Ｅ
メ
ー

ル
▼s-kinoshita@

h-guidedog.
org

　

ご
質
問
な
ど
が
あ
れ
ば
、
遠
慮

な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
盲
導
犬
に
「
興
味
が
あ

る
。
」
「
話
し
を
聞
い
て
み
た

い
。
」
と
い
う
方
で
、
今
回
残
念

な
が
ら
参
加
で
き
な
い
と
い
う
方

も
是
非
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
別

途
、
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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107 358 183 175 知来別

198 594 300 294 浜鬼志別

68 172 78 94 浜猿払

46 98 55 43 浅茅野

43 166 84 82 浅茅野
台　地

39 63 37 26 小　石

113 257 134 123 鬼志別
(東町)

184 442 225 217 鬼志別
(西町)

116 243 125 118 鬼志別
(南町)

126 239 122 117 鬼志別
(北町)

7 18 7 11 豊　里

44 135 67 68 芦　野

25 57 32 25 猿　払

10 42 20 22 狩　別
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小　

泉　

娃　

璃

     

ち
ゃ
ん

あ

い

り

生
ま
れ
▽　

月　

日
生

12

19

保
護
者
▽
寛
治
・
奈
央
子

住　

所
▽
鬼
志
別
南
町

上　

野　
　
　

桃
   

ち
ゃ
ん

も
も

生
ま
れ
▽　

月　

日
生

12

25

保
護
者
▽
政
和
・
真
生

住　

所
▽
鬼
志
別
北
町

宍　

戸　

勝　

英　

様

﹇　

歳
﹈
住
所
▽
小　

石

76

���
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

猿
払
村
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長 

石　

井　

寅　

司　

様

﹇
一
般
寄
付
﹈

﹇
水
産
振
興
基
金
寄
付
﹈

���

▼
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　わたしたちは、バスで鬼志別、信金などへ
行きますが、河口商店の横に（歩道）雪の山
があり、農協へ買い物に行くのに車道へ出ま
すが、車が通るので危ない。事故が起きない
うちに雪を取ってください。
　わたしたちは、道道も村道も関係なく歩い
ています。
　役場では、子どもと年寄りに力を入れてい
ますが、口だけでなく実行してください。
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　『むらに一言』の申し込みを頂き、すぐに
現地を確認しております。歩道に積まれた
雪の山により、歩行者は車道に出て歩かな
ければならない状況でした。
　村では、自治会を通じて、地域の皆さんに
歩道に雪を投げないよう、協力をお願いを
したところです。
　道路への雪の投げ捨ては、歩行者や通行
する車にとっても危険で、交通事故の原因
や緊急車両の通行の支障となり、道路交通
法にも違反する行為です。
　また、路上駐車は、除雪業務の支障となり
ます。
　冬の雪道を確保するためにも、住民の皆
さまの協力のもと、除雪が行われています
ので、よろしくお願い致します。
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　早いもので、平成20年も一ヶ月が終わ
りました。年齢を重ねると時が過ぎるこ
とが早く感じるると言いますが、私もこ

のことを実感する年齢になったのだと日々感じ
ています。
　２月の暦を見ると２月４日が『立春』となっ
ていますが、立春とは、旧暦でいう一年の始ま
りの日だそうです。ちなみに２月３日の節分は、
大晦日の役割りを持ち、一年間の厄払いのため
に豆まきを行うとのこと。更に調べると、立春
以降に初めて吹く南よりの強風を『春一番』と
呼ぶそうですが、猿払の２月４日以降の強風だ
ったら『吹雪』だよな？と思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　クボタ
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